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分析フードでのウラン粉末取り扱い作業時における汚染 

事象の概要 
 

 

（１）発生場所：機器 ウラン脱硝建屋：分析フード 

（２）設備の概要 放射性物質や化学薬品を取り扱う際に、取扱い物質を拡散させないために使用する局所排気

装置を有する箱型装置 

（３）発生の状況 分析作業中 

（４）概要 分析フードにてウラン粉末を取り扱う際の試料採取ビンの転倒によるウラン粉末のフード外飛散

に伴う床汚染（作業エリア外のサーベイメータ等で汚染を検知）。管理の基準値を超える汚染が

あったが、簡易な除染により速やかに汚染を除去。 

＊他の建屋も含め同種の作業においても、同様な汚染の発生が予想される。 

（５）原因 分析作業中に試料採取ビンを転倒させる作業ミス 

 事象による影響 
 

 

（１）工場外への影響 工場外への影響は生じない。 
放射性物質を除去するフィルタ等を有するウラン脱硝建屋換気設備が稼働している室内での事象であ

り、放射性物質の放出等、工場外への影響は生じない。なお、分析に用いる試料の量は限られており、大

量のウラン粉末が飛散することはない。 

 

（２）安全性への影響 安全上の問題は生じない。 
作業区域内での汚染であるため、作業員がサーベイメータ等で放射線測定を行い、汚染を検知し、定めら

れた手順で除染を行うため、これ以上の事象の進展はなく、安全上の問題は生じない。 

 

（３）作業員への影響 作業員への影響は生じない。 
作業員については異常被ばくのないこと、身体汚染のないことを確認し、万一身体汚染等が認められた

場合は、直ちに汚染を除去することによって作業員への安全を確保するため、作業員への影響は生じな

い。 

 

（４）他工程への影響 他工程への影響は生じない。 
汚染の除去を行うのに時間を要する場合は、当該作業が影響を受けるが、他の工程への影響は生じ

ない。 

 

(1) 作業員については、異常被ばく及び身体汚染のないことを確認する。 

(2) 汚染区域を設定し、一時的に人の立入りを制限する。 

(3) 作業計画を策定し、飛散したウラン粉末の回収及び汚染除去作業を行う。 
 対応の概要 

(4) 除染後、再度放射線測定を行い、汚染の除去を確認し、分析作業を再開する。 

公表区分＊１ 翌平日に公表（ホームページへ掲載） 
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＊１ 『A 情報』：安全協定報告事象等、または、それに準ずる事象、 『B 情報』：事象の進展または状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等、 『C 情報』：A、B 情報に該当しない軽度な不具合、汚染等、特に連絡を要する事象                                        2006.06.26 

再処理工場で発生が予想されるトラブル等とその対応 

（NO.６-０６）

事象概要 

・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備　等

・分離設備
・分配設備　等

・高レベル廃液
  ガラス固化設備　等

・ウラン精製設備
・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ精製設備　等

・ウラン脱硝設備　等

・ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合
     脱硝設備　等

前処理建屋 分離建屋 精製建屋

高レベル廃液
ガラス固化建屋

ウラン脱硝建屋
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ｳﾑの分離

ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの精製

ｳﾗﾝの精製
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使用済燃料受入れ
・貯蔵建屋

使
用
済
燃
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・使用済燃料貯蔵
  プール 　等

低レベル廃棄物
処理建屋

低レベル廃液
処理建屋

分析建屋

制御建屋

非常用電
源建屋

・非常用ディーゼ
　ル発電機　等

・低レベル廃液
  処理設備　等

・低レベル固体廃棄物
  処理設備　等

ドラム缶

・中央制御室　等 分析試料

・分析設備　等

主排気筒

ウラン脱硝建屋

ウラン脱硝建屋換気設備

分析フード 

ウラン粉末分析時に、容器が転倒

し、ウラン粉末がフード外に飛散。 

復旧方法 

当該作業員の被ばく評

価を行うとともに、必

要に応じて医療措置及

び身体並びに作業区域

を除染 

トラブル等に伴う設備への影響範囲 

設備に関するトラブル等ではないため、設備に影響なし 

運転継続 

機器 

設備 

タンク

 

作業エリア 


